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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着信履歴の一覧を表示部に表示する電話機であって、
　着信時に応答した相手先と応答しなかった相手先とを区別して記憶領域に記録する着信
履歴記録手段と、
　応答しなかった不在着信を示す不在着信履歴について、保護及び保護解除の何れかを設
定する履歴保護更新手段と、
　前記記憶領域に所定数の着信履歴が記録されている場合、前記着信履歴記録手段が新た
な着信履歴を記録しようとするとき、応答した着信を示す非不在着信の履歴がなければ、
保護設定されていない不在着信履歴のうち最も古い着信履歴を消去する消去手段と
　を備えることを特徴とする電話機。
【請求項２】
　着信履歴の一覧を表示部に表示する電話機であって、
着信時に応答した相手先と応答しなかった相手先とを区別して記憶領域に記録する着信履
歴記録手段と、
　前記記憶領域に所定数の着信履歴が記録されている場合、前記着信履歴記録手段が新た
な着信履歴を記録しようとするとき、着信時に応答した相手先を応答しなかった相手先の
着信履歴より優先的に消去する消去手段とを備え、
　着信時に応答しなかった着信履歴は、消去を禁止することを示す保護状態１と消去を禁
止しないことを示す保護状態２のいずれかの保護状態を示す記載項目を含み、
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　前記電話機は、更に、
　前記保護状態を保護状態１に設定できる着信履歴の最大数である制限保護数を有する制
限数保持手段と、
　前記着信履歴記録手段で記録された着信履歴が着信時に応答しなかった着信履歴である
場合、前記保護状態が保護状態１に設定されている着信履歴の数が前記制限保護数未満で
あるとき、当該応答しなかった着信履歴の保護状態を保護状態１に設定し、前記保護状態
が保護状態１に設定されている着信履歴の数が前記制限保護数に達しているとき、当該応
答しなかった着信履歴の保護状態を保護状態２に設定する保護設定手段を備え、
　前記消去手段は、前記所定数の着信履歴がすべて着信時に応答しなかった履歴であると
き、前記保護状態が保護状態１に設定されていない最先の着信履歴を消去する
　ことを特徴とする電話機。
【請求項３】
　前記電話機は、更に、
　前記保護設定手段により応答しなかった着信履歴が保護状態２に設定された場合、着信
履歴の一覧を前記表示部に表示したとき、当該着信履歴を保護状態１に設定できなかった
ことを告知する保護告知手段
　を備えることを特徴とする請求項２記載の電話機。
【請求項４】
　前記保護設定手段は、更に、
　着信時に応答しなかった同一相手先の着信履歴が複数あるとき、複数の当該着信履歴の
うち最新の着信履歴の保護状態を保護状態１に設定し、当該着信履歴のうち最新以外の着
信履歴の保護状態を保護状態２に設定すること
　を特徴とする請求項３記載の電話機。
【請求項５】
　前記電話機は、更に、
　前記制限保護数として、前記所定数未満で１以上の指定の数値を受け付ける受付手段と
、
　前記受付手段で受け付けた数値を制限保護数として更新する制限保護数更新手段と
　を備えることを特徴とする請求項４記載の電話機。
【請求項６】
　前記受付手段は、更に、
　前記表示手段で表示された着信履歴のうち所望の履歴を指定する履歴指定受付部と、
　前記履歴指定受付部で受け付けた着信履歴の処理指示を受け付ける履歴処理指示受付部
とを有し、
　前記保護設定手段は、更に、
　前記履歴指定受付部で受け付けた着信履歴が応答しなかった着信履歴の場合、前記履歴
処理指示受付部で受け付けた処理指示が保護の状態を変更する保護変更のとき、当該着信
履歴の保護状態の変更を行う保護更新部を有すること
　を特徴とする請求項５記載の電話機。
【請求項７】
　着信履歴の一覧を表示部に表示する電話機であって、
着信時に応答した相手先と応答しなかった相手先とを区別して記憶領域に記録する着信履
歴記録手段と、
応答しなかった不在着信を示す不在着信履歴のそれぞれについて、保護が設定されている
かどうかを示す保護状態を保持する保護状態保持手段と、
　前記記憶領域に所定数の着信履歴が記録されている場合、前記着信履歴記録手段が新た
な着信履歴を記録しようとするとき、応答した着信を示す非不在着信の履歴がなければ、
保護が設定されていない不在着信履歴のうち、最も古い着信履歴を消去し、保護されてい
る着信履歴の消去を禁止する消去手段と
　を備えることを特徴とする電話機。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、着信履歴を記録する電話機に関し、より詳しくはそのような着信履歴の保護
技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　相手からの着信を記録する着信履歴は、それを記憶するメモリ容量に限界があることか
ら、保存できる件数に制限が設けられている。その為、保存している履歴数がその制限件
数に達していて新しい着信があると、一番古い履歴から無条件に消去され、制限件数の最
新の履歴だけが保存される（非特許文献１）。
【非特許文献１】携帯電話機au A１３０３SA取扱説明書p.40（2003.7第1版　三洋電機株
式会社発行）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、着信のうちでも、応答しなかった着信（以下、「不在着信」という）の
場合には、その相手の確認や連絡もしないうちにその着信履歴が消去されてしまうと、相
手の用件も分からずじまいとなり、甚だ不都合なことにもなる。
　そこで本発明は、不在着信と応答した着信とを区別し、不在着信が知らないうちに消去
されないようにする電話機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するために本発明の電話機は、着信履歴の一覧を表示部に表示する電話
機であって、着信時に応答した相手先と応答しなかった相手先とを区別して記憶領域に記
録する着信履歴記録手段と、前記記憶領域に所定数の着信履歴が記録されている場合、前
記着信履歴記録手段が新たな着信履歴を記録しようとするとき、着信時に応答した相手先
を応答しなかった相手先の着信履歴より優先的に消去する消去手段とを備える。
【発明の効果】
【０００５】
　上記構成により、着信履歴数が所定数になったときに、新しい着信履歴の記録のために
既存の履歴を消去する際、着信時に応答した着信履歴から消去されるので、応答しなかっ
た着信履歴である不在着信履歴は、着信時に応答した着信履歴が全て消去されるまでは、
その保存が保証される。
　また、着信時に応答しなかった着信履歴は、更に、消去を禁止することを示す保護状態
１と消去を禁止しないことを示す保護状態２のいずれかの保護状態を示す記載項目を含み
、前記電話機は、更に、前記保護状態を保護状態１に設定できる着信履歴の最大数である
制限保護数を有し、前記着信履歴記録手段で記録された着信履歴が着信時に応答しなかっ
た着信履歴である場合、前記保護状態が保護状態１に設定されている着信履歴の数が前記
制限保護数未満であるとき、当該応答しなかった着信履歴の保護状態を保護状態１に設定
し、前記保護状態が保護状態１に設定されている着信履歴の数が前記制限保護数に達して
いるとき、当該応答しなかった着信履歴の保護状態を保護状態２に設定する保護設定手段
を備え、前記消去手段は、更に前記所定数の着信履歴がすべて着信時に応答しなかった履
歴であるとき、前記保護状態が保護状態１に設定されていない最先の着信履歴を消去する
としている。
【０００６】
　これにより、不在着信履歴は、制限保護数だけ保護状態１に設定できる。保護状態１は
、消去が禁止されている状態であり、保護状態１に設定された不在着信履歴は、消去され
ない。従って、制限保護数の不在着信履歴は消去されないことが保証される。
　また、前記電話機は、更に、前記保護設定手段により応答しなかった着信履歴が保護状
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態２に設定された場合、着信履歴の一覧を前記表示部に表示したとき、当該着信履歴を保
護状態１に設定できなかったことを告知する保護告知手段を備えることとしている。
【０００７】
　これにより、ユーザは、新しい不在着信履歴が、制限保護数を超えた為に保護設定され
ていないことを知ることができる。
　また、前記保護設定手段は、更に、着信時に応答しなかった同一相手先の着信履歴が複
数あるとき、複数の当該着信履歴のうち最新の着信履歴の保護状態を保護状態１に設定し
、当該着信履歴のうち最新以外の着信履歴の保護状態を保護状態２に設定することとして
いる。
【０００８】
　これにより、相手先である発信者が同じ不在着信履歴のうちで保護状態１になっている
古い履歴があるとき、保護状態１をその履歴から最新の不在発信履歴に移し替え、同一発
信者には、保護設定された状態である保護状態１の履歴数を高々1件とすることで、保護
設定される履歴の節約を図り、1人の発信者で保護設定の件数をひとり占めさせることな
く、できるだけ多くの発信者の不在着信履歴を保護することができる。
【０００９】
　また、前記電話機は、更に、前記制限保護数として、前記所定数未満で１以上の指定の
数値を受け付ける受付手段と、前記受付手段で受け付けた数値を制限保護数として更新す
る制限保護数更新手段とを備えることとしている。
　これにより、不在着信の頻度、相手先である発信者の数、ユーザによる着信履歴のチェ
ック頻度などに基いて制限保護数を調節し、効率的に不在着信に対処することができる。
【００１０】
　また、前記受付手段は、更に、前記表示手段で表示された着信履歴のうち所望の履歴を
指定する履歴指定受付部と、前記履歴指定受付部で受け付けた着信履歴の処理指示を受け
付ける履歴処理指示受付部とを有し、前記保護設定手段は、更に前記履歴指定受付部で受
け付けた着信履歴が応答しなかった着信履歴の場合、前記履歴処理指示受付部で受け付け
た処理指示が保護の状態を変更する保護変更のとき、当該着信履歴の保護状態の変更を行
う保護更新部を有することとしている。
【００１１】
　これにより、ユーザの対話操作で、保護設定が不要となった保護状態１の不在着信履歴
を指定して、その保護設定を解除して消去のできる保護状態２にし、取り上げた保護設定
を他の保護したい不在着信に設定することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る電話機の一実施の形態について図面を用いて説明する。
（一実施の形態）
　図１は、本発明に係る電話機の一実施の形態の構成図である。この電話機は、アンテナ
１０１、送受信部１０２、変復調部１０３、音声処理部１０４、送話部１０６、受話部１
０７、計時部１１０、操作入力部１１１、表示部１１２、情報記憶部１２０、表示制御部
１４０、履歴制限保護数更新部１４１、履歴消去部１４３、履歴保護更新部１４５、履歴
記録部１４７、履歴保護警告部１４９から構成される。
【００１３】
　アンテナ１０１は、不図示の通信基地局から、通信相手からの呼出し（以下「着信要求
」と言う）、相手の音声などの信号を搬送した電波を受け取り、送受信部１０２に出力す
る。また、逆に送受信部１０２から受け取った相手への呼出し（以下「発信要求」と言う
）、当電話の話者の音声などの信号を搬送した電波を通信基地局に送る。
　送受信部１０２は、アンテナ１０１から受け取った相手からの呼出し（以下「着信要求
」と言う）、音声などの変調信号を増幅して、変復調部１０３に出力する。また、逆に変
復調部１０３から受け取った通信相手への発信要求、音声などの変調信号を増幅してアン
テナ１０１を介して相手に送信する。
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【００１４】
　変復調部１０３は、送受信部１０２から入力した変調信号をA/D変換して着信要求、音
声などの信号に復調し、音声処理部１０４に入力する。着信要求の場合は、相手の電話番
号も含めて、履歴記録部１４７に着信通知するとともに、その後で着信要求中にユーザに
よる応答操作（後述のオフフックボタンの押下）により通話可能状態になれば応答した旨
を、また応答操作がなければ応答しなかった旨を履歴記録部１４７に続けて通知する。
【００１５】
　また、変復調部１０３は、操作入力部１１１から入力した電話番号と後述のオフフック
ボタン押下による発信要求と、音声処理部１０４から入力した音声とをD/A変換して変調
し、送受信部１０２に出力するとともに、発信要求の場合は更に履歴記録部１４７に出力
する。
　音声処理部１０４は、変復調部１０３、または制御部１３０から入力した音声信号をＤ
/Ａ変換して変調し、受話部１０７に出力して発音させる。また逆に、送話部１０６から
取得した話者の音声信号をＡ/Ｄ変換して、変復調部１０３に出力する。
【００１６】
　計時部１１０は、日付、時刻、時間を管理し、履歴の発着信の日時を得るために履歴記
録部１４７から依頼があれば現在日時を通知する。
　操作入力部１１１は、ユーザによる各種の操作を受付ける。ユーザによる操作は、電話
の着信に対する応答、電話の発信、各種履歴の消去、アドレス帳３０２の登録などのため
に行われる。
【００１７】
　図２は、本実施の形態の電話機の正面図であり、操作入力部１１１、送話部１０６，受
話部１０７、表示部１１２、アンテナ１０１の配置を示す。操作入力部１１１は各種ボタ
ンで構成され、それには保護状態変更ボタン２０１、消去ボタン２０２、制限保護数更新
ボタン２０４、上ボタン２０５、下ボタン２０６、左ボタン２０７、右ボタン２０８、テ
ンキーボタン２０９、オンフックボタン２１１、オフフックボタン２１２がある。なお、
上ボタン２０５は、待ち受け状態では、履歴表示ボタン２０５としての役割をする。また
、左ボタン２０７は、履歴一覧表示中ではメッセージの問合せに対する肯定応答であるＹ
ＥＳボタン２０７の役割をし、右ボタン２０８は、履歴一覧表示中ではメッセージの問合
せに対する否定応答であるＮＯボタン２０８の役割をする。
【００１８】
　操作入力部１１１は、待ち受け状態でオンフックボタン２１１、オフフックボタン２１
２、テンキーボタン２０９が押下されたら変復調部１０３に通知し、履歴表示ボタン２０
５が押下されたときは表示制御部１４０に通知する。また、履歴表示中にオンフックボタ
ン２１１、オフフックボタン２１２が押下されたら変復調部１０３に通知し、前記以外の
ボタンが押下されたときは、表示制御部１４０に通知する。
【００１９】
　情報記憶部１２０は、RAM（Random Access Memory）等で構成される。情報記憶部１２
０は、着信履歴、アドレス帳、制限保護数を記憶している。
　図３は、情報記憶部１２０の記憶内容の一例を示す。図３には、着信の履歴を記載した
着信履歴表３０１と、名前と電話番号を登録したアドレス帳３０２と、制限保護数３０３
とがそれぞれ例示されている。
【００２０】
　着信履歴表３０１は、着信の履歴を記録する。保存できる履歴件数は、メモリ容量の制
約があるため制限を設ける。それを制限履歴数と呼び、本実施の形態では、２０件の固定
数とする。着信履歴表３０１には、履歴番号３１１（Noで示す）、着信時刻３１２、相手
の電話番号３１３、保護状態３１４、着信区分３１５、相手の名前３１６が記載される。
　履歴番号は、着信履歴表３０１での着信履歴の順番を示す番号である。新しく着信履歴
が記録されるとき、履歴表３０１の先頭に記録され、したがって履歴番号１として記録さ
れる。その後、新しい履歴が着信して、当該履歴より古い履歴が消去される度にプラス１
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され、順次、着信履歴表３０１において下方（先頭と反対の方向）に移動していくことに
なる。
【００２１】
　着信時刻３１２は、着信要求があったときの時刻であり、日付も含む。保護状態３１４
は、新しい着信履歴を記入するときに、着信履歴表３０１が制限数の２０件になっていれ
ば、新履歴のかわりに、適当な履歴が1件消去される必要があるが、そのときに消去が可
能かどうかの属性を示す項目である。
　保護状態３１４は、その着信履歴が不在着信のときだけ意味を持ち、消去不可を意味す
る保護設定と、消去可を意味する保護解除との２種類の状態を持つ。保護状態３１４は、
保護設定の状態をオン、保護解除の状態をオフと表してもよい。着信履歴表３０１では、
保護設定の状態を「保護」、保護解除の状態を空白として表している。
【００２２】
　着信区分３１５は、不在着信か、応答した着信（以下、非不在着信ともいう）か、を示
す識別項目である。着信区分は、不在着信をオン、非不在着信をオフと表してもよい。着
信履歴表３０１では、着信区分３１５の状態を「不在」、非不在着信を空白として表して
いる。相手の名前３１６は、電話番号がアドレス帳に登録されていれば、記録時にその電
話番号のその登録者名が記載される。
【００２３】
　着信履歴表３０１に新しい着信履歴を追加するとき、着信履歴数が制限履歴数になって
いれば、履歴消去部１４３は、保護設定されていない最も古い履歴データを消去してから
新規の履歴を追加する。
　アドレス帳３０２は、通信相手の情報を登録したものであり、相手の名前と電話番号と
からなる。最後に、制限保護数３０３は、保護設定できる不在着信の履歴の制限数であり
１以上で制限履歴数未満の数値である。本実施の形態ではその値が２に設定されている。
【００２４】
　不在着信履歴の保護件数がこの制限数になっていると、新しく不在着信があっても、例
外の場合を除いてはその履歴を保護設定できない。その例外とは、新しい不在着信の発信
者と同じ発信者の不在着信履歴があって、それが保護設定されている場合である。
　表示部１１２は、液晶パネルなどで実現され、表示制御部１４０の制御によって、不図
示の待ち受け画面、着信履歴表３０１の履歴一覧、メッセージ、フォームを表示する。図
４の着信履歴一覧４０１は、表示制御部１４０の制御を受けて、表示部１１２が表示する
着信履歴一覧の例である。メッセージには、制限保護数設定不可メッセージ５０１、保護
設定不可メッセージ５０２、消去不可メッセージ５０３、保護警告メッセージ５０４があ
り、フォームには制限保護数設定フォーム５０５がある。
【００２５】
　表示制御部１４０は、不図示の待ち受け画面、着信履歴の一覧、あるいは着信履歴一覧
表示中での各種のメッセージ、フォームなどの表示部１１２への表示制御を行うとともに
、ユーザからの指示を操作入力部１１１から受け付けて、履歴制限保護数更新部１４１、
履歴消去部１４３、履歴保護更新部１４５、履歴保護警告部１４９の制御を行う。
　表示制御部１４０は、通常では待ち受け画面を表示して待ち受け状態にあり、ユーザの
指示である操作部１１１からの通知を待つ。
【００２６】
　ユーザにより履歴表示ボタン２０５が押下されると、表示制御部１４０は、操作入力部
１１１からその押下の通知を受け取る。表示制御部１４０は、情報記憶部１２０にある着
信履歴表３０１の履歴を一覧情報として、表示画面の上から着信時刻が新しい順に表示す
る。このとき履歴ごとに、名前があればその名前と、名前がなければ電話番号と、着信時
刻とに加えて、不在着信であれば不在着信マークを付し、さらに保護設定されていれば保
護マーク（鍵マーク）を付して表示する。図４の着信履歴一覧４０１と着信履歴一覧底部
４０２は、それぞれ着信履歴表３０１の先頭部分と底部（後部）の履歴を表示している。
【００２７】
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　 次に、表示制御部１４０は、履歴保護警告部１４９にまだ保護警告の処理を指示して
いなければ、履歴保護警告部１４９に保護警告の処理を行うように指示する。処理が必要
な保護警告の情報があれば、履歴保護警告部１４９から、保護警告メッセージ４０４の表
示指示が来るので、同メッセージを表示する。表示された保護警告メッセージ５０４に対
して、ユーザが保護設定されている既存履歴を保護解除することに同意するYESボタン２
０７を押下すると、それが操作入力部１１１から通知され、表示制御部１４０は、保護設
定されている着信履歴の保護解除のユーザ操作を待つ。ユーザにより保護解除する履歴が
上ボタン２０５、下ボタン２０６で指定され、保護状態変更ボタン２０１が押下されると
、操作入力部１１１からそれらのボタン操作が表示制御部１４０に通知される。表示制御
部１４０は、履歴保護更新部１４５に、ユーザの指定履歴の保護設定解除をするように指
示する。
【００２８】
　履歴保護更新部１４５からその処理終了が通知されたら、履歴保護警告部１４９に保護
解除を通知する。また、保護警告メッセージ４０４に対して、ユーザが保護解除に同意し
ないＮＯボタン２０８を押下すると、そのことが操作入力部１１１から通知され、表示制
御部１４０は履歴保護警告部１４９に保護不解除の通知をする。次に、履歴保護警告部１
４９からまた別の保護警告メッセージ４０４の表示指示の通知が来たら上記と同様な処理
を繰り返す。最後に、履歴保護警告部１４９から保護警告の処理終了の通知を受け取る。
【００２９】
　表示制御部１４０による保護警告処理の例を述べる。制限保護数３０３が２で、着信履
歴の状態が図６の不在着信到着前着信履歴表６０１、その一覧が不在着信到着前６０２で
あるとする。不在着信到着前着信履歴表６０１は、既に２番目と３番目の履歴が保護設定
されている。この状態で、待ち受け中に「村井」という者から不在着信が来ていたとする
。
【００３０】
　その後、表示制御部１４０が最初に動作するときに、履歴保護警告部１４９に保護警告
処理を指示すると、履歴保護警告部１４９から、保護警告メッセージ４０４の表示指示が
来るので、同メッセージを表示する。図７の保護警告表示７０１はその例である。
　表示された保護警告メッセージ５０４に対して、ユーザが保護設定されている既存履歴
を保護解除することに同意し、続けて、保護設定された履歴、たとえば「竹之下」の履歴
を指定して保護状態変更ボタン２０１を押下すると、表示制御部１４０は、履歴保護更新
部１４５に、「竹之下」の履歴の保護設定解除をするように指示し、履歴保護警告部１４
９に保護解除の通知をする。履歴保護警告部１４９の処理後、履歴表は図８の保護解除着
信履歴表８０１のようになり、表示制御１４０はそれを保護解除８０２として一覧表示す
る。
【００３１】
　また、保護警告メッセージ４０４に対して、ユーザが保護解除に同意しなければ、履歴
保護警告部１４９の処理後の履歴表は、図９の保護不解除着信履歴表９０１のようになり
、表示制御部１４０はそれを保護不解除９０２として一覧表示する。
　着信履歴一覧４０１の表示の最初は、先頭の履歴が指定された状態にあり、反転表示さ
れている。着信履歴一覧４０１の表示中に、ユーザは上ボタン２０５、下ボタン２０６で
履歴間を移動して所望の履歴を指定できる。それらのボタンが押下されたときは、各ボタ
ン押下が操作入力部１１１から表示制御部１４０に通知される。表示制御部１４０は、移
動前の履歴の反転表示を通常表示にし、移動先の履歴を指定履歴として反転表示するとと
もに、指定履歴が不在着信のときは、保護状態の変更が可能であることを示すために、一
覧表示の右下に「保護/解除」の表示を行う。着信履歴一覧４０１の表示では、画面に一
度に表示できる履歴数は連続する４件であり、履歴間の移動操作に従って指定履歴が絶え
ず表示されるように、表示制御部１４０は履歴間をスクロールする。
【００３２】
　図１０から図１２までは、不在着信が来たときの例を示す。図１０の不在着信到着前着
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信履歴表１００１と不在着信到着前１００２は、不在着信が来る前の履歴表とその一覧表
示であり、保護設定されている履歴数は２番目の履歴だけである。図１１の不在着信1件
目着信履歴表１１０１と不在着信1件目１１０２は、図１０状態で、「竹之下」という者
から不在着信が来て、履歴記録部１４７によってその不在着信履歴が記録処理された後の
履歴表とその一覧表示を示す。
【００３３】
　また、図１２は、図１１と同じく「竹之下」から、続いて２件目の不在着信が来たとき
の例である。不在着信２件目着信履歴表１２０１は、この２件目の不在着信に対する履歴
記録部１４７による記録処理後の履歴表であり、不在着信２件目１２０１はその一覧表示
である。保護設定を実際に行う履歴保護更新部では、同一発信者には保護設定できる履歴
は高々ひとつに制限しているので、履歴番号２である「竹之下」の1件目の保護マークが
消え、先頭履歴である２件目に移されていることが分かる。
【００３４】
　履歴一覧の表示中に、制限保護数設定ボタン２０４を押下したとき、同ボタン押下が操
作入力部１１１から表示制御部１４０に通知されるので、表示制御部１４０は、現在の情
報記憶部１２０に記憶されている制限保護数３０３を読んで、制限保護数設定フォーム５
０５を表示部１１２に表示し、ユーザに新しい制限保護数の指定を求める。ユーザはテン
キーボタン２０９で数字を入力した後、制限保護数設定ボタン２０４を再度押下すること
により新しい制限保護数を指定する。
【００３５】
　表示制御部１４０は、履歴制限保護数更新部１４１に対して、操作入力部１１１から受
け取ったユーザ指定の数値とともに、制限保護数３０３をその数値に更新するように指示
する。履歴制限保護数更新部１４１から制限保護数設定不可の終了通知が来たときは、表
示制御部１４０は制限保護数設定不可メッセージ５０１を表示部１１２に表示する。ユー
ザが確認のため任意のボタンを押下すると、その通知が操作入力部１１１から行われ、表
示制御部１４０は着信履歴一覧４０１を再表示する。
【００３６】
　また、履歴一覧の表示中に、ユーザが反転表示されている指定履歴を消去するために、
消去ボタン２０２を押下したとき、同ボタン押下が操作入力部１１１から表示制御部１４
０に通知されるので、表示制御部１４０は、履歴消去部１４３に指定履歴を消去するよう
に指示する。また、履歴消去部１４３から消去不可の終了通知が来たときは、表示制御部
１４０は消去不可メッセージ５０３を表示部１１２に表示する。ユーザが確認のため任意
のボタンを押下すると、その通知が操作入力部１１１から行われ、それを受け取ってから
表示制御部１４０は着信履歴一覧を再表示する。
【００３７】
　図１３は消去の例である。消去前１３０１の履歴一覧に対して、ユーザは２０番目の保
護設定されている不在着信履歴を指定して消去ボタン２０２を押下したので、表示制御部
１４０は履歴消去部１４３に指定履歴を消去するように指示する。そして、履歴消去部１
４３から消去不可の通知が来たため、消去不可メッセージ５０３を表示する。消去不可１
３０２はその様子を示す。
【００３８】
　着信履歴一覧４０１の表示中に、反転表示されている指定履歴に対して、保護設定また
は解除を行うために、ユーザにより保護状態変更ボタン２０１が押下されたとき、同ボタ
ン押下が操作入力部１１１から表示制御部１４０に通知される。表示制御部１４０は、指
定履歴の保護状態を変更するように履歴保護更新部１４５に指示する。履歴保護更新部１
４５から保護設定不可の終了通知が来たときは、表示制御部１４０は保護設定不可メッセ
ージ５０２を表示部１１２に表示する。ユーザが確認のため任意のボタンを押下すると、
その通知が操作入力部１１１から行われ、表示制御部１４０は着信履歴一覧４０１を再表
示する。
【００３９】
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　図１４は、保護設定と解除の例である。保護設定１４０１で示す着信履歴表３０１の先
頭の履歴が不在着信であり、保護設定がされている。それを指定してユーザが保護状態変
更ボタン２０１を押下すると、表示制御部１４０は履歴保護更新部１４５に、この履歴の
保護状態の変更、この場合は保護解除をするように指示する。保護解除１４０２は、保護
更新部１４５による保護更新処理後の着信履歴表３０１を一覧表示したものである。また
逆に、保護解除１４０２で先頭の履歴を指定して保護状態変更ボタン２０１を押すと、そ
れが保護設定されて、保護設定１４０１の表示に戻る。
【００４０】
　また図１５は、保護設定の別の例である。保護設定前１５０１は３番目の不在着信履歴
に対して、ユーザが保護状態変更ボタン２０１を押下すると、履歴保護更新部１４５から
保護設定不可の通知が来るので、表示制御部１４０は保護設定不可メッセージ５０２を表
示する。保護設定不可１５０２は、その様子を示す。
　履歴制限保護数更新部１４１は、表示制御部１４０からの指示で、保護できる着信履歴
の最大数である制限保護数を、表示制御部１４０の指定数に更新する処理を行う。履歴制
限保護数更新部１４１は、現在保護設定されている履歴数を算出し、また情報記憶部１２
０にある制限保護数３０３を読み込む。指定数が、現在保護設定されている履歴数（現保
護件数ともいう）より小さいとき、あるいは制限履歴数以上のときは、表示制御部１４０
に制限保護数設定不可の終了通知を行う。指定数が現保護数以下のときは、記憶表部１２
０の制限保護数３０３を指定された値に更新し、表示制御部１４０に正常終了を通知する
。
【００４１】
　なお指定数が現保護数より大きいときは、ユーザは現在保護設定されている履歴の保護
解除をして、現保護数を所望の指定数まで下げておく必要がある。
　履歴消去部１４３は、表示制御部１４０または履歴記録部１４７からの指示で履歴消去
の処理を行う。指示元によりその処理の内容がそれぞれ異なるので個別に述べる。
　まず表示制御部１４０からの消去指示では、消去する着信履歴が指定される。その履歴
が保護設定されていないときは、その履歴を消去し、表示制御部１４０に正常終了を通知
する。その履歴が保護設定されているときは、表示制御部１４０に消去不可の終了を通知
する。
【００４２】
　次に、履歴記録部１４７から受け取る消去指示は、新しい着信履歴の記録のために、既
存の履歴をどれかひとつ消去せよ、ということである。履歴消去部１４３はこの指示を受
け取ると、非不在着信の履歴があれば、そのうち最も古い（先の）着信時刻の履歴を消去
する。また、非不在着信の履歴がなければ、保護設定されていない不在着信履歴のうち
最も古い着信時刻の着信履歴を消去する。いずれの場合も表示制御部１４０に正常終了を
通知する。
【００４３】
　図１３は消去の例である。着信履歴表３０１の履歴一覧が、消去前１３０１で示す状態
のとき、履歴消去部１４３は、表示制御部１４０から着信履歴表３０１の２０番目の不在
着信履歴を消去するように、との指示通知を受け取る。履歴消去部１４３は、指定の２０
番目の履歴が保護設定されているので、表示制御部１４０に消去不可の終了通知をする。
　履歴保護更新部１４５は、表示制御部１４０、履歴記録部１４７、あるいは履歴保護警
告部１４９からの指示により、指定の不在着信履歴の保護状態の変更の処理を行う。履歴
保護更新部１４５は、指定された不在着信履歴を情報記憶部の着信履歴表に探し、その履
歴の保護状態が保護設定であれば、保護解除し、表示制御部１４０に終了を通知する。
【００４４】
　また、指定された不在着信履歴の保護状態が保護解除であれば、その履歴を保護設定で
きるかどうかを、次のようにして判断する。まず、その履歴の名前または電話番号と同じ
発信元で、保護設定された不在着信履歴があるか検索し、その履歴を保護解除し、そのか
わりに指定された履歴を保護設定して、表示制御部１４０に終了を通知する。また、指定
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された履歴と同じ相手先の、保護設定された不在着信履歴がなければ、現保護件数をチェ
ックし、それが制限保護数未満であれば、指定された履歴を保護設定して、指示元に正常
処理終了を通知する。現保護件数が制限保護数に達していれば、指定された履歴の保護設
定不可の終了を通知する。
【００４５】
　履歴保護更新部１４５による、指定履歴の保護状態変更の例を述べる。図１０から図１
２までは、不在着信が来たときの例を示している。図１０の不在着信到着前着信履歴表１
００１と不在着信到着前１００２は、不在着信が来る前の履歴表とその一覧表示であり、
そのとき保護設定されている着信履歴はひとつだけである。このときに不在着信が来ると
、履歴保護更新部１４５は、履歴記録部１４７から、その新しい不在着信履歴の保護変更
の指示通知を受け取る。履歴保護更新部１４５は、その履歴を保護設定の状態にする。図
１１の不在着信１件目着信履歴表１１０１と不在着信１件目１１０２は、その処理後の履
歴表とその一覧表示を示す。
【００４６】
　図１２は、図１１と同一者から続いて２件目の不在着信が来たときの例である。履歴保
護更新部１４５は、履歴記録部１４７から、２件目の新しい不在着信履歴の保護変更の指
示通知を受け取る。履歴保護更新部１４５は、同一者の不在着信履歴が複数あったときは
、保護設定できるのは高々ひとつに制限している。従って、既に同一者からの以前の着信
履歴２番が保護設定されているので、その保護を解除し、指定の新しい先頭の着信履歴の
保護設定を行う。図１２の不在着信２件目着信履歴表１２０１と、その一覧表示である不
在着信２件目１２０２は、その処理結果を示す。
【００４７】
　図１４は、保護設定と解除の例である。保護設定１４０１の先頭の履歴について、履歴
保護更新部１４５は表示制御部１４０から、その保護状態の変更、この場合は保護解除の
指示通知を受け取る。履歴保護更新部１４５は、着信履歴表のその履歴の保護状態を保護
解除に変更して、表示制御部１４０に正常処理終了を通知する。保護解除１４０２は保護
更新部１４５の処理後の履歴一覧である。また逆に、保護解除１４０２で、履歴保護更新
部１４５は表示制御部１４０から同じく先頭の履歴の保護状態を保護設定に変更するよう
にとの指示通知を受け取る。履歴保護更新部１４５は、その履歴の保護状態を保護設定に
変更して、表示制御部１４０に正常処理終了を通知する。保護設定１４０１はその結果で
ある。
【００４８】
　図１５は、保護設定の別の例である。保護設定前１５０１で2番目の保護解除の状態の
不在着信履歴に対して、履歴保護更新部１４５は表示制御部１４０から、保護状態の変更
の指示通知を受け取る。履歴保護更新部１４５はこの着信履歴のうち保護設定された履歴
数２が、情報記憶部１２０の制限保護数３０３で設定されている２と同じになっているた
め、表示制御部１４０に保護設定不可の終了を通知する。図の保護設定不可１５０２は、
その結果を示す。
【００４９】
　履歴記録部１４７は、着信履歴の記録を行う。履歴記録部１４７は、変復調部１０３か
ら着信要求があった旨の通知を受けると、その着信時刻として現在日時を計時部１１０か
ら得る。そして、その着信要求に対してユーザからの応答がなかったときは、変復調部１
０３からその旨の通知が来るので、この着信は不在着信とする。また、ユーザによる応答
があったときは、変復調部１０３からその旨の通知が来るので、通常の着信として、着信
履歴の記録の処理を行う。
【００５０】
　次に、履歴記録部１４７は、着信履歴表３０１の着信履歴数が制限履歴数に達している
かどうか判断し、達していれば適当な着信履歴をひとつ消去するように、履歴消去部１４
３に指示する。履歴消去部１４３から終了通知がきたら、あるいは着信履歴数が制限履歴
数に達していなければ、相手の電話番号がアドレス帳３０２に登録されているかチェック



(11) JP 4354772 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

し、登録されていれば、その所有者の名前を抽出する。そして、着信時刻（日時）、電話
番号、保護解除の保護状態、不在着信かどうかの着信区分、名前（あれば）の各項目を記
載した最新の着信履歴として、着信履歴表３０１の先頭に記録する。そして、今記録した
新履歴が不在着信でないときは、履歴記録の処理を終了する。
【００５１】
　また、新履歴が不在着信のときは、この新履歴を指定して、履歴保護更新部１４５に対
して、保護設定するために保護変更の指示をする。そして、履歴保護更新部１４５から保
護設定不可の終了通知が来たときは、処理を終了し、保護設定不可の終了通知が来たとき
は、履歴保護警告部１４９に対して、この新不在着信履歴の保護設定ができなかったとい
う旨の保護警告情報を通知してから、処理を終了し、変復調部１０３からの新たな着信要
求の通知を待つ。
【００５２】
　履歴記録部１４７による保護警告処理の例を述べる。履歴表が、不在着信到着前着信履
歴表６０１の状態とする。既に２番目と３番目の履歴が保護設定されている。このとき、
待ち受け画面表示中に「村井」という者から不在着信が来る。履歴記録部１４７は、「村
井」の不在着信履歴を記録し、それを保護設定するために、履歴保護更新部１４５に保護
変更の指示をする。そして履歴保護更新部１４５から保護設定不可の終了通知が来るので
、履歴保護警告部１４９に対して、この新不在着信履歴の保護設定ができなかったという
旨の保護警告情報を通知してから、処理を終了する。
【００５３】
　図１０から図１２までは、履歴記録部１４７による不在着信が来たときの処理の例であ
る。履歴表は、図１０の不在着信到着前着信履歴表１００１の状態とする。ここで保護設
定されている着信履歴はひとつだけである。このときに不在着信が来ると、履歴記録部１
４７は、その不在着信履歴を着信履歴表３０１の先頭に追加し、その新履歴を指定して、
保護設定するために保護変更の指示を履歴保護更新部１４５に行う。そして、履歴保護更
新部１４５から正常終了の通知を受けとって、履歴記録部１４７は処理を終了する。図１
１の不在着信１件目着信履歴表１１０１と、その一覧表示である不在着信１件目１１０２
は、その結果を示す。
【００５４】
　図１２は、図１１のときと同じ者から２件目の不在着信が来たときの例である。履歴記
録部１４７は、その不在着信履歴の記録を着信履歴表３０１の先頭に行い、この新履歴を
指定して、履歴保護更新部１４５に対して、保護設定するために保護変更の指示をする。
履歴保護更新部１４５から正常終了通知を受けとって履歴記録部１４７は処理を終了する
。図１２の不在着信２件目着信履歴表１２０１と、その一覧表示である不在着信２件目１
２０２は、その結果を示す。
【００５５】
　履歴保護警告部１４９は、保護警告の処理を行う。履歴保護警告部１４９は、履歴記録
部１４７、あるいは表示制御部１４０から指示される。履歴保護警告部１４９は、履歴記
録部１４７から、履歴記録時に保護設定できなかった不在着信履歴の情報(以下、「保護
警告情報」という)とその保存指示との通知があれば、それを内部的に記憶しておく。ま
た、表示制御部１４０から保護警告の処理の指示があれば、内部的に記憶している保護警
告情報があるとき、以下の処理を行う。
【００５６】
　まず、保護警告メッセージ５０４を表示するように表示制御部１４０に指示し、表示制
御部１４０から保護解除または保護不解除の通知を待つ。表示制御部１４０から保護解除
の通知があったときは、当該の保護警告情報の不在履歴を指定して、履歴保護更新部１４
５に対し、その履歴を保護設定するために、保護状態の変更を指示する。また、表示制御
部１４０から保護不解除の通知があれば何もしない。そして、未処理の保護警告情報がま
だあれば、それらに対して順次、上記と同様な処理を繰り返す。すべての保護警告情報の
処理が終われば、保護警告情報をすべて消去し、表示制御部１４０に処理終了の通知を行
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う。
【００５７】
　図６から図９は、履歴保護警告部１４９による保護警告処理の例を示す。今、情報記憶
部１２０に記録されている制限保護数３０３が２とする。不在着信到着前着信履歴一覧６
０１は、既に２番目と３番目の履歴が保護設定されている。この状態で、待ち受け画面表
示中に「村井」という者から不在着信が来ると、履歴保護警告部１４９は、履歴記録部１
４７から村井の履歴に関して保護設定できなかった、という保護警告情報の通知を受け取
る。履歴保護警告部１４９は、保護警告情報の通知が来たら、それを内部的に記憶し蓄積
しておく。
【００５８】
　履歴保護警告部１４９は、表示制御部１４０から保護警告処理の指示通知が来たら、「
村井」の不在着信履歴の保護設定を行うために、その準備として保護警告メッセージ４０
４の表示を行うように表示制御部１４０に指示の通知を行い、その処理結果の通知を待つ
。表示制御部１４０からの通知が、保護解除であれば、他の着信履歴（「竹之下」の履歴
）の保護設定が解除されたので、かわって「村井」の不在着信履歴を指定して、その保護
設定を行うようにと、履歴保護更新部１４５に指示する。
【００５９】
　保護解除着信履歴表８０１、およびその一覧表示である保護解除８０２は、「竹之下」
の履歴が保護解除され、かわって村井の履歴が保護設定されたことを示す。また、表示制
御部１４０からの通知が、保護不解除であれば何もしないで、「村井」の保護警告情報の
処理を終了する。保護不解除着信履歴表９０１、およびその一覧表示である保護不解除９
０２は、ユーザが保護設定された他の着信履歴の保護解除をしなかったので、「村井」の
履歴が保護解除の状態のままであることを示す。履歴保護警告部１４９は、他に保護警告
情報がないので、内部に記憶していた「村井」の保護警告情報を消去し、表示制御部１４
０に処理終了の通知を行う。
【００６０】
　次に、着信時および、および履歴表示中の動作について図１６から図２０迄のフローチ
ャートを用いて説明する。なお、以下の説明では、表示制御部１４０と履歴記録部１４７
の処理を中心として述べる。
　先ず、図１６の待ち受けの状態において、履歴表示ボタン２０５が押された場合、後述
の着信履歴の表示制御の処理(S４1)に移行する。着信要求があると、変復調部１０３から
履歴記録部１４７に着信通知が行われる（S１３）。この時点で着信履歴の記録の準備を
行う。まず、計時部１１０から現在時刻を得て、それを着信時刻とする（S１５）。
【００６１】
　次に、履歴記録部１４７は、着信履歴表３０１の着信履歴数が制限履歴数に達している
かどうか判断し（S１７）、達していれば適当な着信履歴をひとつ消去するように、履歴
消去部１４３に指示する。履歴消去部１４３は、着信履歴表３０１に非不在着信履歴があ
るかどうかチェックし（S１９）、あれば最も古い非不在着信履歴を消去する（S２１）。
　また、非不在着信履歴がなければ、保護解除の不在着信履歴のうち最も古い不在着信履
歴を消去する（S２３）。消去後、履歴記録部１４７は消去した履歴より古い履歴を順に
、着信履歴表３０１の先頭側に詰める。このようにして新しい履歴を記録する準備が整う
と、着信時刻、電話番号、相手の電話番号がアドレス帳３０２に登録されていれば、その
所有者の名前を記載し、また保護状態は保護解除の状態として新しい履歴を着信履歴表３
０１の先頭に追加する（S２５）。
【００６２】
　変復調部１０３から、着信通知に続いて、その着信にユーザが応答したかどうかの通知
が来るので、どちらであるかチェックする（S２７）。ユーザが応答した、という通知の
ときは、非不在着信であり、新履歴の着信区分を非不在着信として記載し、履歴記録の処
理を終了する。
　また、ユーザが応答しなかったという通知のときは、新履歴の着信区分を不在着信とし



(13) JP 4354772 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

て記載し、新履歴を保護設定するために、履歴保護更新部１４５に指示することによって
、後述の保護更新処理を行う（S２９）。保護更新処理により、正常に保護設定が行われ
たかチェックし（S３１）、正常なら履歴記録１４７は履歴記録の処理を終了する。、ま
た、保護更新処理で保護設定ができなったときは、この不在着信履歴が保護設定できなか
ったという保護警告情報を、後述の保護警告の処理を行う履歴保護警告部１４９に通知し
（S３３）、履歴記録の処理を終了する。
【００６３】
　次に、図１７、図１８に示す着信履歴の表示制御の処理において、表示制御部１４０は
、着信履歴表３０１をもとに、先頭から着信時刻が新しい順に４件分（あれば）の着信履
歴の一覧を表示する（S４１）。初めて表示するときは、先頭の履歴が指定されたものと
みなして、その反転表示を行う。次に、保護警告の処理がまだであれば（S４３）、後述
の保護警告の処理を行い（S４５）、不在着信履歴のうち保護設定できなかった履歴に対
する、保護設定の機会を与える。次に、表示された履歴一覧に対するユーザからの指示を
待つ。
【００６４】
　ユーザにより制限保護数設定ボタン２０４が押下されたときは（S４７）、表示制御部
１４０は、現在の情報記憶部１２０に記憶されている制限保護数３０３を読んで、その数
値を含む制限保護数設定フォーム５０５を表示し(S５１)、ユーザに新しい制限保護数の
指定を求める。表示制御部１４０は、履歴制限保護数更新部１４１に、ユーザが新たな制
限保護数として指定した数字に制限保護数を変更するようにという指示をする。
【００６５】
　指定数が、現在保護設定されている履歴数である現保護数より小さいとき、あるいは制
限履歴数以上のとき（S５３）、履歴制限保護数更新部１４１は、表示制御部１４０に制
限保護数設定不可の終了通知を行い、表示制御部１４０は保護設定不可メッセージ５０２
を表示する（S５４）。また、指定数が現保護数以上、制限履歴数未満のときは、記憶表
部１２０の制限保護数３０３を指定された値に更新し（S５５）、表示制御部１４０に正
常の終了通知を行う。以上いずれの場合も、表示制御部１４０は、着信履歴一覧４０１を
再表示し、ユーザからの次の指示を待つ。
【００６６】
　ユーザにより上ボタン２０５、下ボタン２０６が押下されたときは（S５７）、表示制
御部１４０は、必要であれば画面をスクロールしながら履歴間で移動する。そして、移動
先の履歴を指定履歴として反転表示し（S５９）、もとの指定履歴の反転表示をもとに戻
す。
　また、ユーザにより保護状態変更ボタン２０１が押下されたときは、指定履歴が不在着
信かチェックし(S６０)、不在着信であれば、表示制御部１４０は、指定履歴の保護状態
を保護設定なら保護解除に、保護解除なら保護設定に変更するために、後述の保護更新処
理を行う（S６１）。この保護更新処理で保護設定ができなかったときは（S６３）、表示
制御部１４０は保護設定不可メッセージ５０２を表示し（S６５）、そのメッセージにた
いしてユーザが任意ボタンの押下で確認したら、表示制御部１４０は着信履歴一覧４０１
を再表示し、ユーザからの次の指示を待つ。
【００６７】
　また、ユーザにより消去ボタン２０２が押下されたときは（S６７）、指定履歴が保護
設定されているかチェックし（S６９）、保護設定されていなければ、その履歴を着信履
歴表３０１から消去し（S７３）、消去した履歴より古い履歴を着信履歴表３０１の先頭
方向に順に詰める。そして、表示制御部１４０は着信履歴表の一覧を再表示し、ユーザか
らの次の指示を待つ。指定履歴が保護設定されていれば、消去不可メッセージ５０３を表
示し（S７１）、そのメッセージにたいしてユーザが任意ボタンの押下で確認したら、着
信履歴の一覧を再表示し、ユーザからの次の指示を待つ。
【００６８】
　次に、図１９の保護更新処理について述べる。保護更新処理は、指定不在着信履歴の保
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護状態の変更を行う。履歴保護更新部１４５が専ら、この保護更新処理を行う。
　履歴保護更新部１４５は、着信履歴表３０１の指定着信履歴の保護状態をチェックし（
S１０１）、それが保護設定の状態なら保護解除して（S１０３）、処理を終了する。また
、保護解除の状態なら、指定履歴の発信者または電話番号と同一の不在着信履歴があるか
、しかもそれが保護設定されているかチェックする（S１０５）。同一発信者の不在着信
履歴があり、しかもそれが保護設定されていれば、その履歴を保護解除し（S１１１）、
かわって指定履歴の保護設定を行い（S１１３）、正常終了の通知を指示元に行い処理を
終了する。
【００６９】
　また、同一発信者の保護設定された不在着信履歴がないときは、現保護数が制限保護数
３０３以上なら（S１２１）、保護設定不可の終了通知を指示元に行い（S１２３）、処理
を終了する。また、現保護件数が、制限保護数３０３未満なら、S１１３へ分岐する。
　次に、図２０の保護警告処理について述べる。保護警告処理は、新規不在着信履歴が保
護設定不可のとき、その対応の処理を行う。履歴保護警告部１４９は、履歴記録部１４７
から保護警告の通知が来たとき（S２０１）、その警告情報（保護設定できなかった不在
着信履歴）を内部的に記憶、蓄積しておく。また、履歴保護警告部１４９は、表示制御部
１４０から保護警告処理の指示があったら、それまでに内部的に記憶している保護警告情
報があれば（S２０５）、次の処理を行う。
【００７０】
　履歴保護警告部１４９は、表示制御部１４０に保護警告メッセージ５０４の表示指示を
行う。表示制御部１４０は、保護警告メッセージ５０４を表示し（S２０９）、ユーザの
応答を待つ。ユーザが押下したボタンが、YESボタンであれば（S２１１）、現在保護設定
されている不在着信履歴を設定解除することに同意なので、表示制御部１４０は、次に着
信履歴一覧から保護設定解除する着信履歴をユーザが指定するのを待つ。ユーザが上下ボ
タンで履歴を指定し、保護状態変更ボタンを押下すると（S２１３）、表示制御部１４０
は、その履歴の保護解除のために、保護更新処理を行い（S２１５）、履歴保護警告部１
４９に保護解除の終了を通知する。
【００７１】
　保護解除の終了通知を受けると、履歴保護警告部１４９は、当該保護警告情報の不在着
信履歴の保護設定を行うために、保護更新処理を実行し（S２１７）、当該保護警告情報
の処理を終了する。また、ステップS２１１において、ユーザがNOボタンを押下したとき
は、保護設定された不在着信履歴を保護解除することに不同意なので、表示制御部１４０
は、履歴保護警告部１４９に保護不解除の終了を通知する。この通知を受けたときは、履
歴保護警告部１４９は当該保護警告情報の処理を終了する。
すべての保護警告情報の処理を終了したら、履歴保護警告部１４９は呼出し元に正常終了
を通知する。
（その他の変形例）
　なお、本発明を上記の実施の形態に基づいて説明してきたが、本発明は、上記の実施の
形態に限定されないのはもちろんである。以下のような場合も本発明に含まれる。
【００７２】
　本発明は、実施の形態で説明した方法を、コンピュータシステムを用いて実現するため
のコンピュータプログラムであるとしてもよいし、前記プログラムを表すデジタル信号で
あるとしてもよい。
　また、本発明は、前記プログラム又は前記デジタル信号を記録したコンピュータ読取り
可能な記録媒体、例えば半導体メモリ等であるとしてもよい。
【００７３】
　また、本発明は、電気通信回線、無線又は有線通信回線、若しくはインターネットに代
表されるネットワーク等を経由して伝送される前記コンピュータプログラム又は前記デジ
タル信号であるとしてもよい。
【産業上の利用可能性】
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【００７４】
　本発明に係る電話機は、着信履歴の保存数に制限があるときに、不在着信を優先的に保
存する電話機、特に携帯電話機として用いて有用である。
【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】本発明に係る電話機の一実施の形態の構成図である。
【図２】上記実施の形態の電話機の正面図である。
【図３】上記実施の形態の情報記憶部の記憶内容を示す図である。
【図４】上記実施の形態の着信履歴一覧例である。
【図５】上記実施の形態の各種メッセージ、フォームを示す図である。
【図６】上記実施の形態の保護警告される不在着信到着前の着信履歴表とその一覧表示で
ある。
【図７】上記実施の形態の不在着信到着後の保護警告表示例である。
【図８】上記実施の形態の保護警告処理後の保護解除の着信履歴表とその一覧表示である
。
【図９】上記実施の形態の保護警告処理後の保護不解除の着信履歴表とその一覧表示であ
る。
【図１０】上記実施の形態の連続不在着信到着前の着信履歴表とその一覧表示である。
【図１１】上記実施の形態の連続不在着信１件目到着後の着信履歴表とその一覧表示でで
ある。
【図１２】上記実施の形態の連続不在着信２件目到着後の着信履歴表とその一覧表示でで
ある。
【図１３】上記実施の形態の対話（会話）操作による消去例である。
【図１４】上記実施の形態の対話操作による保護状態の変更例１である。
【図１５】上記実施の形態の対話操作による保護状態の変更例２である。
【図１６】上記実施の形態の履歴記録処理のフローチャートである。
【図１７】上記実施の形態の履歴表示処理前半のフローチャートである。
【図１８】上記実施の形態の履歴表示処理後半のフローチャートである。
【図１９】上記実施の形態の保護更新処理のフローチャートである。
【図２０】上記実施の形態の保護警告処理のフローチャートである。
【符号の説明】
【００７６】
　１０１　アンテナ
　１０２　送受信部
　１０３　変復調部
　１０４　音声処理部
　１０６　送話部
　１０７　受話部
　１１０　計時部
　１１１　操作入力部
　１１２　表示部
　１２０　情報記憶部
　１４０　表示制御部
　１４１　履歴制限保護数更新部
　１４３　履歴消去部
　１４５　履歴保護更新部
　１４７　履歴記録部
　１４９　履歴保護警告部
　２０１　保護状態変更ボタン
　２０２　消去ボタン
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　２０４　制限保護数設定ボタン
　２０５　上ボタン（兼履歴表示ボタン）
　２０６　下ボタン
　２０７　左ボタン（兼YESボタン）
　２０８　右ボタン（兼NOボタン）
　２０９　テンキーボタン
　２１１　オンフックボタン
　２１２　オフフックボタン
　３０１　着信履歴表
　３０２　アドレス帳
　３０３　制限保護数
　４０１　着信履歴一覧
　４０２　着信履歴一覧（底部）
　５０１　制限保護数設定不可メッセージ
　５０２　保護設定不可メッセージ
　５０３　消去不可メッセージ
　５０４　保護警告メッセージ
　５０５　制限保護数設定フォーム
　６０１　不在着信到着前着信履歴表
　６０２　不在着信到着前
　７０１　保護警告表示
　８０１　保護解除着信履歴表
　８０２　保護解除
　９０１　保護不解除着信履歴表
　９０２　保護不解除
　１００１　不在着信到着前着信履歴表
　１００２　不在着信到着前
　１１０１　不在着信１件目着信履歴表
　１１０２　不在着信１件目
　１２０１　不在着信２件目着信履歴表
　１２０２　不在着信２件目
　１３０１　消去前
　１３０２　消去不可
　１４０１　保護設定
　１４０２　保護解除
　１５０１　保護設定前
　１５０２　保護設定不可
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【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】
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【図１５】 【図１６】
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【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(22) JP 4354772 B2 2009.10.28

10

フロントページの続き

    審査官  永井　啓司

(56)参考文献  特開２００１－１１１６５７（ＪＰ，Ａ）　　　
              国際公開第９９／０２２５０５（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平１１－１７７６７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２７８７２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０００－２５３４３５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平８－３３６１７２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｆ　１３／００、
              Ｈ０４Ｂ　　７／２４－　７／２６、
              Ｈ０４Ｍ　　１／００、　１／２４－　１／６２、　１／６６－　１／８２、
              　　　　　９９／００、
              Ｈ０４Ｗ　　４／００－９９／００


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

